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１【提出理由】

　平成29年６月29日開催の当社第148期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４．５円

総額5,486,900,229円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月30日

 

第２号議案　株式併合の件

 

第３号議案　取締役18名選任の件

野本 弘文、今村 俊夫、巴 政雄、渡邊 功、髙橋 和夫、星野 俊幸、市来 利之、越村 敏昭、

城石 文明、木原 恒雄、藤原 裕久、堀江 正博、濵名 節、髙橋 俊之、根津 嘉澄、小長 啓一、

金指 潔及び蟹瀬 令子の18名を取締役に選任する。

 

第４号議案　取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

 



(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 896,698 2,426 108 （注）１ 可決（98.27%）

第２号議案 897,486 1,622 108 （注）２ 可決（98.36%）

第３号議案    （注）３  

野本 弘文 844,950 53,156 1,110  可決（92.60%）

今村 俊夫 862,251 36,193 771  可決（94.50%）

巴 政雄 862,285 36,159 771  可決（94.50%）

渡邊 功 870,596 27,848 771  可決（95.41%）

髙橋 和夫 870,584 27,860 771  可決（95.41%）

星野 俊幸 870,592 27,852 771  可決（95.41%）

市来 利之 870,440 28,004 771  可決（95.39%）

越村 敏昭 869,717 28,727 771  可決（95.31%）

城石 文明 870,458 27,986 771  可決（95.39%）

木原 恒雄 870,450 27,994 771  可決（95.39%）

藤原 裕久 870,455 27,989 771  可決（95.39%）

堀江 正博 864,069 34,375 771  可決（94.69%）

濵名 節 864,072 34,372 771  可決（94.69%）

髙橋 俊之 864,023 35,084 108  可決（94.69%）

根津 嘉澄 830,403 68,704 108  可決（91.00%）

小長 啓一 865,802 32,642 771  可決（94.88%）

金指 潔 702,819 196,288 108  可決（77.02%）

蟹瀬 令子 876,233 22,214 771  可決（96.03%）

第４号議案 886,975 12,145 108 （注）１ 可決（97.20%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上


